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川根本町社会福祉協議会
〒428-0415 川根本町上岸９０番地（川根本町福祉センター）
電話 0547-59-2315／FAX 0547-59-4139

社会福祉法⼈

※担当相談員が皆さまの相談に応じ、秘密厳守のもと問題解決に努めます。
※いずれの相談も無料です。ただし、法律相談のみ予約が必要です。

３

令和６年６⽉∼９⽉相談⽇のお知らせ

〔対  象〕町内在住の歩⾏困難な⾞いす⽣活者、⾼齢者、障がい者等
〔利⽤時間〕９:00∼17:00（⽇曜・年末年始（本会休業期間）を除く）
〔利�⽤�料〕無料（返却時満タン返し）
〔申請⽅法〕電話予約後、申請書を提出
〔そ�の�他〕利⽤者で運転⼿の⼿配をお願いいたします。
      ⼿配できない場合には、社協までご相談ください。
      ⾞いすの貸出しも⾏っています。

福祉⾞両をご利⽤ください！

公式SNSで情報発信中！

ホームページ facebook

【寄付物品の部】
 鈴⽊なな⼦ 様

善意銀⾏事業
（３⽉１⽇∼４⽉30⽇）

【寄付⾦の部】
 ⼩⻑井⻑⽣会 様

⼼あたたまる善意をありがとうございます。

ウェスご提供のお願い

ウェス⽤の布が不⾜しています。
いらなくなった古着やタオル等ご
ざいましたらご提供をよろしくお
願い致します。



かわねほんちょうかわねほんちょう

社協だより社協だより
ぬくもりとふれあい

∼誰もが健やかにくらせるふるさとづくり∼
ぬくもりとふれあい

∼誰もが健やかにくらせるふるさとづくり∼

《川根本町成年後⾒⽀援センターで⾏っていること》
【相談】ご本⼈やご家族、関係機関の⽅などから成年後⾒制度に関する相談を   
    お受けします。

【普及啓発活動】セミナーや出前講座等により、制度の周知・広報を⾏います。

【市⺠後⾒⼈の養成・活動⽀援】
 市⺠後⾒⼈養成講座の開催や活動を⽀援します。

川根本町成年後⾒⽀援センター開設‼

No.６５
２０２４.５.３０

【⽬次】
 令和６年度事業計画・・・Ｐ１
 令和６年度収⽀予算・・・Ｐ２

この社協だよりは皆さまからの社協会費の助成を受けて発⾏しています。

 令和６年４⽉１⽇より「川根本町成年後⾒⽀援センター」を川根本町福祉
センター内に設置し、川根本町社会福祉協議会が運営しています。
 成年後⾒制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由により、
判断能⼒が⼗分でなくなり、⾃分⼀⼈では契約や預貯⾦・財産の管理などを
することが難しい⽅が、地域で⾃分らしく安⼼して暮らせるように、その⽅
の財産や権利を守り、法的に⽀援していく制度です。

 ご相談・お問合せは・・・
【開設⽇】⽉曜⽇∼⾦曜⽇（祝⽇・年末年始は除く）
【時 間】８：15∼17：00
【場 所】川根本町福祉センター
【問合せ】５９ー２３１５



令和６年度
川根本町社会福祉協議会事業計画・予算

 川根本町社会福祉協議会は、地域福祉を推進する団体として、住⺠のだれもが住み慣
れた地域で安⼼して暮らせるよう、住⺠・関係機関・団体との⼀層の連携のもと、福祉
サービスの質の向上と住⺠主体の福祉のまちづくりを推進していきます。

基本⽬標１「共に⽀え合う地域づくり」

【基本施策１】地域福祉に関する意識の醸成
 広報・啓発活動の充実や学校・地域における福祉教育の充実などを通して、地域福祉に
関する意識の醸成に取り組みます。
（社協だよりの発⾏、公式HPやFacebookの運⽤、出前講座の実施、福祉教育推進連絡会の開催など）

【基本施策２】地域で⽀え合う体制の構築
 交流機会の創出やボランティア活動の啓発と⼈材育成を通じて、地域で⽀え合う体制の
構築に取り組みます。
（福祉講座の開催、レクリエーション⽤具の貸出、ふれあいいきいきサロン・居場所への⽀援など）

【基本施策３】地域を⽀える担い⼿づくり
 ボランティア・福祉団体等など関係機関と連携し、地域のボランティア育成及び活性化
を図り、地域を⽀える担い⼿確保に取り組みます。
（サロン代表者会議、ボランティア保険への加⼊促進、ボランティア活動に関する講座等の開催など）

基本⽬標２「安⼼して⽣活できる環境づくり」

【基本施策４】福祉サービスの充実【基本施策５】福祉サービスの利⽤促進

 多様化する福祉ニーズに応じて、福祉サービスの充実を図るとともに、住⺠の権利が守
られる体制整備に取り組みます。
（⽣活福祉資⾦貸付事業、⼩⼝資⾦貸付事業、⽣活困窮者⾃⽴⽀援事、⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業の実施、川根
本町成年後⾒⽀援センターの運営、３市１町による市⺠後⾒⼈養成事業の実施、福祉総合相談所や無料法律
相談所の開設、関係機関と連携した相談対応の実施など）

【基本施策６】安⼼・安全な⽣活環境の整備

 防災・防犯活動の充実を図り、安⼼・安全な⽣活環境の整備に取り組みます。
（災害ボランティアセンター⽴ち上げ訓練の実施、福祉避難所としての受⼊体制の整備、SNSを活⽤した情報
共有体制の整備、社協内外に向けた交通安全・安全運転の啓発など）

基本⽬標３「⽣活を⽀える基盤づくり」

【基本施策７】⽣活しやすい環境の整備
 ⾼齢者や障がいのある⽅等への理解や外出・移動⼿段の確保等を通じて、だれもが⽣活
しやすい環境整備の啓発に取り組みます。
（ユニバーサルデザインの周知、合理的配慮をテーマとした事業の実施、外出⽀援サービス（福祉⾞両貸出
事業の実施、運転ボランティアの育成など））

１



介護保険事業
56.7%

地域福祉事業
28.9%

就労継続事業
12%

福祉センター事業
2.4%

��
269,191

 社協事業の充実を図るため、⾃主・公的財源の確保、拠点施設管理、適正な法⼈運営に
取り組みます。
（⾃主財源の確保、拠点施設の管理・運営、法⼈組織の運営、社協内および町との連携基盤の強化、地域
福祉の担い⼿やボランティア団体、地域貢献を⾏う企業・団体との連携強化など）

基本理念
ぬくもりとふれあい ∼だれもが健やかに暮らせるふるさとづくり∼

基本⽬標４「⾼齢者福祉サービスの充実」

【基本施策８】介護保険サービスの充実
 介護保険サービスの提供を継続し、地域住⺠に信頼される事業者として、利⽤される
皆様（要⽀援者、要介護者）と、そのご家族の福祉向上に取り組みます。
（介護職員のスキルアップ、満⾜度調査の実施、給⾷サービスの充実と安全性の向上、感染予防対策の
実施、活動スペースの安全性の維持、交通安全、安全運転雄の維持、職員間による業務確認、法令順守
⾏政・関係機関との共有と広報活動など）

【基本施策９】障がい者福祉サービスの充実
 障がい者福祉サービスの提供を継続し、地域住⺠に信頼される事業所として、利⽤され
ている皆様の福祉向上に取り組みます。
（職員間による業務確認、虐待防⽌と権利擁護の実施、作業の確保、イベント⾏事の開催と参加、⾏政、
関係機関との情報共有、地域イベント等への参加、広報活動の実施など）

基本⽬標５「障がい者福祉サービスの充実」

基本⽬標６「基盤保持と基盤強化への取り組み」

��
231,853

令和６年度資⾦収⽀予算 �（事業活動のみ）※単位：千円
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